
  

 空き家バンク制度と各種補助制度との連携により、Ｕ・Iターンの受
け皿として空き家を提供し、定住促進、地域活性化を図っている。 

 5年以内に市外に転出した補助金受給者に対して、補助金の全額
返還義務あり→定住の促進 

 過疎地域への若者等の定住を促進し、地域の活性化と地域コミュニティ

の維持を図るため、必要な助成を行うもの。 

 

若者定住促進事業（長野県伊那市） 
事例の概要 

①住宅新築等補助      
②空き家取得等補助    
③廃屋取壊し事業補助  
④定住（Ｕ・Ｉターン）助成  
⑤通勤助成金                
⑥出産祝金                 

事業内容 

総事業費 

事例の内容 

  平成２２年度  ８百万円 
   （うち過疎債 ６．５百万円） 

【空き家バンク】 

【補助内容】 
①補助率2/10以内（上限150万円） 
②補助率2/10以内（上限150万円） 
③補助率1/10以内（上限10万円） 
④5万円～/１世帯 
⑤5千円限度/1月（片道10km超の場合） 
⑥3万円（第1子）～10万円（第4子以降）) 

空き家所有者は、売却・賃貸希望の空き家を市へ登録 

事業の効果 ・廃屋取壊しによる地域の景観保護・防犯対策 
・過去5年間(H18~H22)の補助件数：延べ約500件 
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